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第１３部 病理診断 

【免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製】 

算定要件の見直しがありました。 

 

(１) 免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製は、病理組織標本を作製するにあたり免疫染色を行った場合に、

方法（蛍光抗体法又は酵素抗体法）又は試薬の種類にかかわらず、１臓器につき１回のみ算定する。ただし、

「３」のＨＥＲ２タンパクは、化学療法歴のある手術不能又は再発乳癌患者に対して、過去に乳癌に係る本標

本作製を実施した場合であって、抗ＨＥＲ２ヒト化モノクローナル抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判定する

ための補助に用いるものとして薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品を用いて、ＨＥＲ２低発現の確

認により当該抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的として、本標本作製を再度行う場合に限り、別

に１回に限り算定できる（乳癌に係る初回の本標本作成を令和６年３月 31 日以降に実施した場合にあっては、

令和８年５月 31 日までの間に限る。）。 

なお、再度免疫染色が必要である医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 

 

【ミスマッチ修復タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製】 

遺伝カウンセリング加算 

遺伝カウンセリング加算（1,000点・月１回 要届出）が新設されました。 

 

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に

おいて、ミスマッチ修復タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製を実施し、その結果について患者

又はその家族等に対し遺伝カウンセリングを行った場合には、遺伝カウンセリング加算として、患者１人につ

き月１回に限り、1,000点を所定点数に加算する。 

 

160240970 遺伝カウンセリング加算 1,000点 

 

施設基準 0697 遺伝カウンセリング加算 

 


